
卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における

生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン（概要）

〇小売業者と仲卸業者等との間に交渉力の差がある中で、仲卸業者等から「小売業者との間
における生鮮食料品等の取引において適正化を図るべき事例が存在しているのではない
か」との意見が出されたことを踏まえ、農林水産省として食品等流通調査を実施。

〇調査の結果、不当な返品など独占禁止法等の観点から問題となり得る事例が明らかになっ
たことから、食品等流通法に基づく措置として本ガイドラインを策定。

小売業者から仲卸業者等への不当な
返品

客寄せのための納品価格の不当な
引き下げ

物流費、エネルギーコスト等上昇時
の取引価格の一方的な決定

一方的な物流センター使用料（センター
フィー）等の負担の要請

説明のない協賛金（リベート）の負担の
要請

原価＋労務費+利益＋センターフィー等
＝販売価格

受発注に関するシステム使用料等の
過度な徴収

OK！



物の購入強制
従業員の派遣や役務の提供の
過度な要請

【お問い合わせ先】

○当チラシに関するお問い合わせ【農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課】
（直通）TEL ０３－３５０２－５７２９

○独占禁止法の優越的地位の濫用規制等に関するお問い合わせ
【公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部 企業取引課）

（直通）TEL ０３－３５８１－３３７５

▶詳しいガイドラインは農林水産省HPでご覧になれます。

日当宿泊費

交通費

十分に説明のない取引条件の変更等


